
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営計画は、事業の方向性を明確にし、成長を支える重要なツールです。 

このセミナーでは、経営計画の基本から具体的な計画書の作成方法までをわかりやすく解説しま

す。また、補助金や融資を申請する際に必要なポイントや、事業を次のステップに進めるためのコツ

もお伝えします。経営の未来を見据えて、ぜひこの機会にご参加ください！ 

 

＜開催日時＞ 

   ① １１月６日（水） ・ ② １１月１１日（月）   時間は何れも１９時～２１時の２時間 

＜開催場所＞ 

京北商工会館 ２階研修室                

＜講   師＞ 

   中小企業診断士   伊吹 秀之 氏          ※商工会までお申し込みください 

 

 

 

 

 

日本政策金融公庫による事業資金貸付・年末資金繰り相談会を開催します。 

公庫の融資担当者に直接ご相談いただける機会です。必要な方は是非この機会にお申し込みくだ

さい。また新規創業支援、教育ローンのご相談も受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

 

＜開催日時＞    

１１月２６日（火）  １０時～１５時 （相談時間は１時間です） 

＜開催場所＞    

京北商工会館 2 階研修室       

※詳細は同封しているチラシをご覧ください。 

令和 6 年度 第 2 号 

発行所：京北商工会 

京北商工会 秋のセミナー・相談会のお知らせ 

はじめての経営計画 

～経営計画で将来の売上・利益を作る～ 

融資相談会 一日公庫 



 

 

 

今年の年末調整は、定額減税の導入により例年とは異なる対応が必要です。 

本セミナーでは、中小企業の代表者や事務担当の皆様が知っておくべき最新の年末調整のポイントに

ついて詳しく解説します。セミナーは１４時～１６時までの２時間、その後１７時までの１時間は個別質     

問の時間を予定しています。この機会に是非ご参加ください。 

 

＜開催日時＞    

１２月９日（月）  １４時～１７時 

＜開催場所＞    

京北商工会館 ２階研修室   

 

※詳細は後日チラシにてご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度です。 

京都府では令和６年１０月１日から最低賃金が次のとおり改定されています。 

 

令和６年 

９月３０日まで 

 令和６年 

１０月１日から 

時間額  

１，００８円 

時間額  

１，０５８円 

 

～年齢やパート、学生、アルバイト等の働き方の違いに関わらず、全ての労働者に適用されます～ 

 

京都府の最低賃金が改定されています 

定額減税対応 年末調整セミナー 



 

 

  

 

 

 

 

 

京都府では、LP ガス・特別高圧電力の価格高騰等の影響により、厳しい経営状況にある府内の中

小企業者の事業継続と経営改善を目的として、省エネ設備・機器やシステム導入に取り組む事業者を

支援するため、「LP ガス・特別高圧電力利用事業者経営改善支援事業費補助金」を設けています。 

 

＜補助対象者＞ 

京都府内に事業所等を有している次の何れか事業者 

①LP ガス（自動車燃料は除く）を利用している中小企業者  

②特別高圧電力を利用している中小企業者 

 

＜申請・受付期間＞ 

１１月２９日（金）まで   

※申請状況により、受付期間内であっても早期に受付を終了する場合があります。 

※昨年実施された１次・２次募集にお申し込みいただいた事業所も今回の募集に申請可能です。 

 

申 請 区 分 ① LP ガス ② 特別高圧電力 

補  助  率 ３/４以内 

補  助  額 ２～２０万円 （税抜） １０～１，０００万円 （税抜） 

補助対象期間 令和６年２月１日（木）～令和７年１月３１日（金） 

※補助対象期間内に事業完了（発注、購入、納品、及び支払いまで）するものが対象。 

補助対象事業 LP ガスと接続して使用する下記に

該当する機器や部品 

①業務用厨房機器 

②温水機器 

③暖房・冷房機器 

④発電機器 

⑤洗濯機・衣類乾燥機 

※ただしガスカートリッジ交換式、質量販売

で供給される機器及び災害用機器は除く。 

下記に該当する設備・機器や部品 

 

①空調・換気、冷凍・冷蔵設備 

②ポンプ・ファン、コンプレッサ 

③ボイラ、工場炉等の熱設備 

④照明、受変電、電気設備 

⑤電動機、電気加熱設備 

⑥生産設備、排水設備 

⑦再生可能エネルギ―設備 

＜共通＞ 経営効率化のために導入するシステム 

補 助 金 

LP ガス・特別高圧電力利用事業者  

経営改善支援事業費補助金 



◆ 京都府 LP ガス・特別高圧電力利用事業者経営改善支援事業費補助金センター 

電話番号：０５０－３６６２－５７３９（平日９：３０～１７：３０） 

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/20240209lptokkou.html 

 

 

 

 

 

１０月１日に発行しました「プレミアム商品券」については予定数を完売しました。 

通常の商品券と違い使用期限と換金期限を設けています。 

期限を過ぎますとご利用や換金ができませんのでご注意ください。 

（換金は京北商工会商品券取扱店にご登録の事業所様のみとなります） 

 

使用期限 １２月３１日（火）まで 

換金期限 １月３１日（金）まで  

 

 

 

 

 

 

 

～どうぞよろしくお願いいたします～ 

（令和６年７月１６日 第２回理事会受付分） 

 
 

 地 区 事 業 所 名 氏 名 （敬称略） 業   種 

宇 津 ふ じ た か 建 築 工 房 藤 髙 周 一 建築業 

黒 田 は っ ぱ キ ャ ン プ 場 水 原 一 彰 サービス業 

細 野 明 田 農 産 明 田 早 代 農業 

弓 削 A O I s t o r e 仁 宇 良 幸 輸出業 

商工会だよりに関するお問い合わせは 

京北商工会まで  TEL 075－852－0348   FAX 075－852－1173 

URL  https://keihoku.kyoto-fsci.or.jp/  ﾒｰﾙ keishoko@skyblue.ocn.ne.jp 

新入会員様のご紹介 

京北商工会プレミアム商品券について 


